
                         

 

富士見交番の主な扱い 

●万引き   12件 

●自転車盗  10件 

●器物損壊  ４件 

●詐欺    ２件 

●傷害    １件 

10月 16日から 

11月 15日まで 

      

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 

 北朝鮮人権侵害問題とは、北朝鮮当局による 

    ・日本人の拉致  ・思想、表現、宗教の自由の侵害  ・差別の侵害  ・拷問  ・恣意的拘束 

    ・移動及び居住の自由の侵害  ・食料への権利及び生存権の侵害  ・所携及び強制収容 

等を指します。毎年１２月１０日から１６日までの一週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」として

います。拉致事案への情報提供は、埼玉県警察本部外事課 

                ０４８ー８３８ー３７５９    にご連絡下さい。 

東入間警察署 049-269-0110 

 


